
令和６年６月  
市民の皆様へ 

 
 日本赤十字社茅野市地区 

                             地区長 今井 敦  

日赤募金（赤十字の活動資金）へご協力のお願い 

  ～あなたの善意が赤十字活動を支えます～ 
 

 日頃から、赤十字事業活動にご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、日本赤十字社では、さまざまな人道支援活動を行っています。国内外での災害救護

活動のほか、医療事業や奉仕団活動、各種講習の普及などの赤十字活動を行っています。 
 こうした活動の資金は、皆様からの善意によりお寄せいただく『募金』によって賄われて
います。本年も赤十字の活動資金にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
 

記 

１ 募金期間  令和６年７月１日～８月３１日まで 
     上記期間のうち、各地区で設定された期間で提出して下さい。 

それ以外の期間は、市役所社会福祉課または各地区コミュニティセンター 
で受付けております。 

 
２ 日赤活動資金について 

「寄付金」と「活動資金登録者による協力金」の２種類あります。 

種類 寄付金  活動資金登録者による協力金  

内容 

日本赤十字社の趣旨にご理解い
ただき、ご協力いただく募金 
 
※今回お届けしました、日本赤十

字社公式マスコットキャラクタ
ー「ハートラちゃん」が描かれ
た、白色封筒をご利用ください。 

日本赤十字社の趣旨に賛同し、活動資金
登録者になることで、毎年継続してご協力
いただく募金 
 
※登録されている方には、活動資金登録者用

の水色封筒を別途お届けしますのでご利
用ください。 

目安額 ５００円 １，０００円 

※目安額を提示しておりますが、募金は自由意思に基づくものです。決して強制するものではあ
りませんので、皆さまが納得して妥当と考える金額を寄付していただくことをお願いしていま
す。 

※「活動資金登録者」に新規登録をご希望の方は、パンフレット裏面にあります日赤活動
資金申込書に記入して今回お届けした封筒に同封してください。来年度から活動資金登
録者専用封筒をお送りいたします。 

 
３ お届け先 区長・自治会長 

※地区によって集め方が異なります。お住まいの地区にお問合せください。 
 

４ 取扱窓口 市役所「社会福祉課」または各地区コミュニティセンター 
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